
長崎県地域公共交通計画（令和５年３月策定） 令和６年８月改訂内容

新旧対照表

新 旧

第 4章第 2節（２）地域との共創による最適な地域モビリティの推進
（P.67）
③略

④自動運転サービス社会実装のための取組の推進

事業概要

本県における持続的な地域公共交通ネットワークの構築に資する移動サービ

スの一つとしての活用が図られるよう、自動運転サービスの実装に向けた調査・

研究等に取り組む。

具体的な内容

人口減少や 2024年問題等の影響で運転士不足が深刻化する中、今後、移動
サービスの提供が困難となる地域の増加が懸念されている。

一方で、政府においては、全国でレベル４自動運転サービスを令和 6年度まで
に 50カ所以上、令和 9年度までに 100カ所以上で実現することを目標に掲げて
いる。

本県においても、持続的な地域公共交通ネットワークの構築に資する自動運転

サービスの実現に向け、推進計画の策定や推進体制の構築、社会実験等の取

組を行う。

実施主体、実施地域、実施期間

実施主体：長崎県、市町、バス事業者

実施地域：長崎県全域

実施期間：令和６年度～令和７年度
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